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当面の間 ※協議が整えば第二種指定医療機関等でも検体採取

神戸市経由

✓ 医療従事者で疑い例に接する際には、接触及び空気予防策を実施する。
✓ 入院が必要となる場合は、個室（陰圧個室が望ましい。）で管理を行う。
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⚫ 接触者調査及びその健康観察（21日間） ⚫ 他所連携、その他の調整など

報告等 検査結果、連携

接触者
調査
観察

疑
い
例

患
者



兵庫県保健医療部感染症等対策室感染症対策課

サル痘の患者等（疑い例等含む）の受入れ体制について（暫定版） 【資料１－１】

時間軸

感
染
力

高

→

低

不
明

当面の間

入院が必要な場合、優先的に考慮
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陰圧対応等可能な場合、入院も考慮
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疑い例等に係る当面の受入れ体制イメージ

➢ 検体採取、保管等

病原性等の判明後


